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宮城交通グループのカスタマーハラスメントに対する基本方針 

 

 宮城交通グループ（宮城交通㈱、㈱ミヤコーバス、宮交自動車整備㈱、宮交観光サービス

㈱、㈱宮交自動車学校）として以下のとおり、カスタマーハラスメントに対する基本方針を

定める。 

 

 

■はじめに 

 私たち宮城交通グループは、「輸送の安全とサービスに努め社会に奉仕し社業の発展

をはかる」という使命をもって事業を進めており、日々お客さまからいただくご意見や

ご要望に耳を傾け、サービスの向上に取り組んでおります。 

一方で、従業員の人格や尊厳を傷つけるような過度な言動に、企業として毅然とした

対応をし、従業員の人権を守るとともに安心して働ける環境を整えることが重要である

と考え、この度「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。 

 これからも、お客さまからのご意見を真摯に受け止め、良質なサービス提供によって

地域社会に貢献し続けられるよう、グループ一丸となって取り組んでまいります。 

 

■宮城交通グループにおけるカスタマーハラスメントの定義 

 お客さま（お取引先を含む）からの要求・言動のうち、その内容の妥当性に照らし

て、当該要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相当なものであって、当該手

段・様態により従業員の就業環境が害されるもの。 

 

■対象となるカスタマーハラスメントの例 

 ・身体的、精神的な攻撃（暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言） 

 ・威圧的な言動、土下座の強要 

 ・継続的、執拗な言動 

 ・拘束的な行動（不退去、居座り、監禁） 

 ・差別的な言動、セクシュアルハラスメント 

 ・従業員個人への攻撃、要求 

 ・従業員個人のプライバシーの侵害に該当する言動 

 （無断で従業員を撮影・録画・録音する行為、SNS 上での公開や誹謗中傷） 

 ・不当な商品交換、金銭補償、謝罪の要求 

 

■カスタマーハラスメントへの対応 

 【社外への対応】 

 ・お客さまの目線に立ち良質なサービスの提供に取り組む中で、お客さま、取引先の

行為や言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、毅然とした態

度で対応するとともに、必要に応じてお客さまへのサービス・商品の提供を中止し
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ます。 

 ・さらに悪質な言動や犯罪行為に該当する場合は、警察や弁護士とも連携し、法的措

置も含めて厳正に対処します。 

 【社内への対応】 

 ・カスタマーハラスメントへの対応方法等を定め、従業員への教育・研修を実施しま

す。 

 ・カスタマーハラスメントの相談・ケア・報告体制を整えます。 

 

令和７年１２月１日 策定 


